
時短営業のお知らせ
京都府を対象として「まん延防止等重点措置」が適応されることになり、京都市内の飲食店等に対し
4月12(月)～5月5日(水)の営業短縮要請がされております。
それに伴いこの期間中誠に勝手ながら夕食の営業時間を17時から20時まで(最終入店は19時)とさせて頂きます。
また酒類のご提供に関しましては19時までとさせて頂きます。
ご利用のお客様には大変ご不便をおかけしてしまいますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
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